
香芝市告示第１２５号 

 香芝市健康診査事業実施要綱を次のように定める。 

  令和８年５月２８日 

香芝市長 三 橋 和 史 

   香芝市健康診査事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の２

の健康増進事業を実施するに当たり、適切な検診体制の確保を図るため、「

健康増進法第１７条第１項及び第１９条の２に基づく健康増進事業について

」（平成２０年３月３１日健発第０３３１０２６号）、「健康増進事業に基

づく肝炎ウイルス検診等の実施について」（平成２０年３月３１日健発第０

３３１００９号）及び「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指

針について」（平成２０年３月３１日健発第０３３１０５８号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （検診の種類及び実施場所） 

第２条 香芝市（以下「市」という。）が実施する検診（健康診査を含む。以

下「検診」という。）の種類及び実施場所は、別表のとおりとする。 

 （対象者） 

第３条 検診の対象となる者は、検診を受診する日（以下「受診日」という。

）において香芝市内（以下「市内」という。）に住所を有する者であって、

別表に定めるものとする。ただし、医療保険各法（健康保険法（大正１１年

法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員

共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年

法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）及び地方

公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）をいう。以下同じ。）そ

の他の法令により、当該検診に相当する給付を受けることができる者を除く。 

 （実施期間） 

第４条 検診の実施期間は、原則として６月１日から翌年２月末日までとする。 

 （実施方法） 

第５条 検診の実施方法は、次に掲げる方式とし、奈良県が定める各種がん検

診に関する実施要領及び仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目に基

づき実施するものとする。 

 (1) 個別方式 検診を希望する者（以下「検診希望者」という。）が受診日

に、検診を実施する医療機関（以下「検診機関」という。）において個別

に検診を受診する方式 



 (2) 集団方式 検診を特定の日及び特定の場所に限定した上で、一定数以上

の検診希望者を事前に募集し、香芝市保健センター、地区集会所等（以下

「保健センター等」という。）の会場において検診を受診する方式 

２ 検診を受診する者の確認は、個人番号カード、運転免許証等により行うも

のとする。 

 （実施回数） 

第６条 検診の実施回数は、原則として１人当たり１年度につき１回とする。

ただし、次の各号に掲げる検診は、当該各号に定めるとおりとする。 

 (1) 肝炎ウイルス検診 原則として１人につき１回限りとする。 

 (2) 乳がん検診、子宮頸
けい

がん検診及び胃がん検診（胃内視鏡検診に限る。）

 原則として１人当たり２年度につき１回とする（第９条第１項第２号又

は第３号に規定する受診券で受診する場合を除く。）。 

 （一部負担金） 

第７条 検診の一部負担金は、別表のとおりとする。ただし、市長は、次の各

号のいずれかに該当する場合は、一部負担金を免除することができるものと

する。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けてい

る者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）の規定による支援給付を受けている者（以下「生活保護受給者等」とい

う。）が検診を受診する場合 

 (2) 受診日の属する年度（受診日が６月１日から６月３０日までの間は前年

度。以下この条において「受診年度」という。）の市町村民税の当初賦課

決定時点において市町村民税均等割が課されていない者のみで構成される

世帯に属する者（当該世帯に未申告者がいる場合において、当該未申告者

が地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する扶養親族であるとき

を含む。）が検診（生活習慣病健康診査を除く。）を受診する場合 

 (3) 受診年度において満７０歳以上の者が検診（歯周病検診及び生活習慣病

健康診査を除く。）を受診する場合 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、１月１日現在に海外に在住していたこと

等により、受診年度の市町村民税が課税されていない者が検診を受診する場

合については、検診の一部負担金を免除しない。 

 （一部負担金の免除） 

第８条 生活保護受給者等又は前条第１項第２号に規定する者が検診の一部負



担金の免除を受けるときは、検診を受診する前に香芝市検診一部負担金免除

申請書（第１号様式）に次の各号のいずれかの書類を添えて、市長に提出し

なければならない。ただし、当該者の同意を得て公簿等により確認できる場

合は、当該書類の添付を省略することができる。 

 (1) 生活保護受給者等であることを証明する書類 

 (2) 市町村民税非課税証明書 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、当該申請をした者に受診票を交付するものとする。 

 （受診券の交付） 

第９条 市長は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める受診券を交付する

ものとする。 

 (1) 受診日の属する年度（以下「受診年度」という。）において満４１歳の

者（既に肝炎ウイルス検診を受診している者を除く。） 肝炎ウイルス検

診の受診券 

 (2) 受診年度において満４１歳の女性 乳がん検診の受診券 

 (3) 受診年度において満２１歳の女性 子宮頸がん検診の受診券 

 (4) 受診年度において満２０歳、満３０歳、満４０歳、満５０歳、満６０歳

及び満７０歳の者 歯周病検診の受診券 

２ 前項の規定により受診券の交付を受けた者は、検診を受けようとするとき

は、当該受診券を検診機関に提示するものとする。この場合において、前項

第１号から第３号までの受診券を検診機関に提示した場合は、市長は、当該

検診の一部負担金を免除するものとする。 

 （受診履歴の確認） 

第１０条 次の各号に掲げる対象者は、当該各号に定める検診を受診するとき

は、香芝市検診受診履歴確認申請書（第２号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

 (1) 肝炎ウイルス検診 前条第１項第１号の受診券の交付を受けていない者 

 (2) 乳がん検診及び子宮頸がん検診 香芝市外で受診する者 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、当該申請をした者に受診票を交付するものとする。 

 （返還） 

第１１条 市長は、偽りその他不正な手段により一部負担金の免除を受けた者

があるときは、既に免除を受けた金額の全部又は一部を返還させることがで

きるものとする。 

 （その他） 



第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。  



別表（第２条、第３条、第７条関係） 

種類 対象者 実施場所 一部負担金 

歯周病検診 受診年度において満20歳、満30歳、満40歳、

満50歳、満60歳及び満70歳の者 

市内の検診

機関 

1,000円 

肝炎

ウイ

ルス 

検診 

Ｂ型及び

Ｃ型 

受診年度において、満40歳以上の者で過去に

肝炎ウイルス検診を受けたことがない者 

市内の検診

機関 

400円 

Ｂ型 200円 

Ｃ型 300円 

生活習慣病健

康診査 

受診時において、次に掲げる要件のいずれか

に該当する者 

(1) 受診年度において、満25歳以上の者であっ

て、かつ、生活保護受給者等である者 

(2) 受診年度において、満40歳以上の者であっ

て、かつ、公的医療保険制度に未加入の者 

(3) 受診年度において、満25歳から満39歳まで

の者であって、かつ、生活習慣病健康診査を

受ける機会のない者（保険者が実施する特定

健康診査、後期高齢者医療保険の健康診査又

は労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に

基づく事業主の健康診断を受けることができ

る者を除く。） 

市内の検診

機関 

1,000円 

胃が

ん検

診 

胃部エッ

クス線検

診 

受診年度において、満35歳以上の者 市内の検診

機関 

3,000円 

保健センタ

ー等 

1,000円 

胃内視鏡

検診 

受診年度において、満50歳以上の者 市内の検診

機関 

5,000円 

大腸がん検診 受診年度において、満40歳以上の者 市内の検診

機関 

700円 

保健センタ

ー等 

結核及び肺が

ん検診 

受診年度において、満40歳以上の者 市内の検診

機関 

1,500円 

受診年度において、満20歳以上の者 保健センタ

ー等 

300円 

子宮頸がん検

診 

受診年度において、満20歳以上の女性 奈良県内の

検診機関 

2,000円 

保健センタ

ー等 

700円 



乳が

ん検

診 

一方向で

の撮影 

受診年度において、満40歳以上の女性 奈良県内の

検診機関 

3,500 円 を

超える金額 

保健センタ

ー等 

2,000円 

二方向で

の撮影 

奈良県内の

検診機関 

4,500 円 を

超える金額 

保健センタ

ー等 

2,500円 

  



第１号様式（第８条関係） 

 

香芝市検診一部負担金免除申請書 

 

年  月  日 

 

 香芝市長  

 

 

  検診の一部負担金の免除を受けたいので、香芝市健康診査事業実施要綱第８条第

１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

住 所  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

電 話 番 号  

受診を希望

す る 検 診 

□歯周病検診  

□肝炎ウイルス検診（□Ｂ型及びＣ型 □Ｂ型 □Ｃ型） 

□生活習慣病健康診査  

□胃がん検診（胃部エックス線検診（□個別 □集団）） 

□胃がん検診（胃内視鏡検診） 

□大腸がん検診（□個別 □集団） 

□結核及び肺がん検診（□個別 □集団） 

□子宮頸がん検診（□個別 □集団） 

□乳がん検診（□一方向での撮影 □二方向での撮影）（□個別 □集団） 

備考  

  １ 個別とは、受診日に、検診機関において個別に検診を受診することです。 

  ２ 集団とは、検診を特定の日及び特定の場所に限定した上で、一定数以上の検診希望

者を事前に募集し、保健センター等の会場において検診を受診することです。 

 

 同意欄（次の事項に同意する場合は、チェックを入れてください。） 

□ この申請に係る事項について、香芝市が関係公簿等を調査することに同意し
ます。 

 

 添付書類（上記の同意欄に記載された事項に同意する場合は、不要） 

 □生活保護受給者等であることを証明する書類又は市町村民税非課税証明書  



第２号様式（第１０条関係） 

 

香芝市検診受診履歴確認申請書 

 

年  月  日 

 

 香芝市長  

 

 

  次の検診を受診したいので、香芝市健康診査事業実施要綱第１０条第１項の規定

により、次のとおり申請します。 

住 所  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

電 話 番 号  

希望する検診 

□肝炎ウイルス検診（病院名               ） 

□子宮頸がん検診（病院名                ） 

□乳がん検診（病院名                  ） 

備考 

  １ 肝炎ウイルス検診は、今年度に４０歳以上となる方で、これまで香芝市の肝炎ウイ

ルス検診を受診していない方が対象です。 

  ２ 子宮頸がん検診は、今年度に２０歳以上となる女性で、昨年度に香芝市の子宮頸が

ん検診（集団方式で受診した場合を含む。）を受診していない女性が対象です。 

  ３ 乳がん検診は、今年度に４０歳以上となる女性で、昨年度に香芝市の乳がん検診（

集団方式で受診した場合を含む。）を受診していない女性が対象です。 

  ４ 希望する検診の受診履歴を確認させていただきますので、御了承ください。 

 

 


